
豊学体発第882号

令和７年１２月1日

  自  治  区  長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田市   魅力創造部　
学び体験推進課長　藤田　憲彦
令和８年度分豊田地域文化広場利用調整申請について（通知）
平素は、地域活動に御協力いただきありがとうございます。
令和８年度に豊田地域文化広場を利用する行事等がございましたら、年間利用調整を実施いたしますので、「豊田地域文化広場利用調整申請書兼調整結果通知書」の提出をお願いいたします。
記

１　対象施設　　　豊田地域文化広場
　※詳細は裏面「利用時間区分・部屋別定員数一覧表」参照してください。
※本通知の対象に体育施設は含まれません。
※各交流館の利用調整については、別途地域交流課から通知します。

２　提出書類　　　「豊田地域文化広場利用調整申請書兼調整結果通知書」

【申請要領】必要最小限の範囲で申請して下さい。
３　提出期限　　　令和８年１月20日（火）必着
４　提出先　　　 豊田地域文化広場へ提出してください（郵送、FAX、メール等利用可）。
　　　　　　　　　郵送、FAX、メールを利用する場合は、電話でもご連絡ください。

５　調整結果通知　豊田地域文化広場から２月中に通知
６　その他
（１）利用調整結果が届いたら、内容に不備がないかの確認をお願いします。

（２）本申請後であっても、都合により利用日の変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

（３）施設の予約が不要になった場合は、速やかに施設に取消しの連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【問合せ先】

	●施設利用条件等について

豊田地域文化広場　（担当）北川
〒473-0903　豊田市西田町けやき1

電話：0565-53-0671

FAX：0565-53-5086

MAIL：chibun@homex-co.com
	●利用調整申請について

豊田市魅力創造部学び体験推進課　
（担当）杉浦・近藤

電話：34－6660（直通）


利用時間区分・部屋別定員数一覧表

　施設名：豊田地域文化広場
（１）利用時間区分

	＜午前＞

9:00～13:00
	＜午後＞

13:00～17:00
	＜夜間＞

17:00～21:00


（２）施設内容

	部屋名
	定員(人)
	料金（円）

	集会室
	45
	600

	アトリエ
	20
	400

	陶芸教室
	
	700

	音楽室
	30
	1,000

	茶室
	
	1,000

	第1・２和室
	各15
	100


No.２








